令和7年度　学童育成クラブ
同意書兼誓約書
[同意事項]
1　学童育成クラブの入所審査や保護者負担金の決定等にあたり、必要な情報を、学童育成クラブ担当課が住民登録担当課・課税担当課・収税担当課・福祉担当課等から取得する場合があること。
2　住民基本台帳の登録事項や課税状況の確認により、年度途中に学童育成クラブ保護者負担金の変更を行う場合があること。
3　保護者負担金を滞納した場合は、釜石市の判断により、入所決定の取消し又は利用停止となる場合があること。
4　児童又は家族の感染症の発生により、他の児童への感染のおそれが認められる場合は、利用停止となる場合があること。
 [誓約事項]
1　保護者負担金は、納期限までに必ず納付すること。また、納め忘れなどにより保護者負担金が未納となった場合は、速やかに納付すること。
2　入所申込以後において、世帯構成(婚姻・離婚等)、入所希望理由(就労・疾病等)等、申込内容に変更が生じた場合は、直ちに釜石市へ届け出ること。
3　就労先や就労状況等に変更があった場合は、速やかに釜石市へ届け出ること。
4　入所後、釜石市から、入所を必要とする理由を証する書類の提出を求められた場合は、方法や期限に従い提出すること。
5　世帯状況や就労状況等に異動や変更があり、入所を必要とする理由が認められなくなった場合は、退所すること。上記の同意事項について同意し、誓約事項を遵守することを誓約します。
釜石市長　様
　　　年　　月　　日

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[父・母・その他(　　　　　)]

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[父・母・その他(　　　　　)]
　※児童の保護者(父母、扶養義務者)がそれぞれ自署してください。












児童の個人情報に関する同意書
私は、平田学童育成クラブが取材・撮影された際、会報・テレビ・新聞等に上記児童の個人情報(氏名・学年・写真や映像等)が掲載・放送されることについて
同意します　　　同意しません



※いずれかに○をつけてください
